
 

 

 

 

 

木島平村森林整備計画変更計画書 

 

 

 

 

 

 

（令和 6年 4月 1日変更） 

 

 

 

計画期間   自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和１２年 ３月３１日 

 

 

長  野  県 

木 島 平 村 

 
 

 



 森林法（昭和 26年６月 26日付け法律第 249号）に基づき、木島平村森林整備計画を変更する。 

 なお、木島平村森林整備計画の変更は、令和６年４月１日にその効力を生ずるものとする。 

 

変更理由 

① 各種データの更新 

② 主伐、再造林に向けた山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健文化、その他水源

涵養以外の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林区域の変更 

  



市町村位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典) 国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/） 
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